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〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号

確
定
給
付
企
業
年
金
法（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）

第
五
十
五
条
第
四
項
第
二
号
、
第
六
十
条
第
三
項
、
第
百

条
第
一
項
及
び
第
百
五
条
並
び
に
確
定
給
付
企
業
年
金
法

施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
）
第
一
条

第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
確

定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生

労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
本
則
を
本
則
第
一
項
と
し
、
本
則
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金

に
加
入
者
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
同
項
第
六
号
及
び

第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
生
命
保
険
の
契
約
に
あ
っ

て
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
毎
事
業
年
度
の
末

日
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
保
険
業
法
施
行
規
則

（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
十
条
第
三
号
に
規

定
す
る
契
約
者
価
額
が
、
生
命
共
済
の
契
約
に
あ
っ
て

は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
毎
事
業
年
度
の
末
日

に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規

則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
）
第
十

一
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
契
約
者
価
額
（
以

下
「
契
約
者
価
額
」
と
い
う
。）が
、
給
付
に
要
す
る
費

用
の
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
の
計
算

に
つ
い
て
は
、
当
該
契
約
者
価
額
の
計
算
に
用
い
る
予

定
利
率
及
び
予
定
死
亡
率
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。）を

下
回
ら
な
い
も
の
（
以
下
「
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企

業
年
金
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
書
類
（
給
付
の
設
計
の
基
礎
を
示
し
た
書
類
を

除
く
。）を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
一
条
第
二
号
中
「
第
四
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」

を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
受
託
保
証
型

確
定
給
付
企
業
年
金
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二

号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
者
価
額

の
計
算
に
用
い
る
予
定
利
率
及
び
予
定
死
亡
率
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
受
託
保
証
型

確
定
給
付
企
業
年
金
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
数
理
債
務
の
額
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
八
十
二
条
中
「
で
あ
る
こ
と
」
の
下
に
「
、
又
は
当

該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年

金
で
あ
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

第
百
十
七
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
つ
い

て
は
、
第
一
号
（
給
付
の
種
類
ご
と
の
受
給
権
者
に
関

す
る
事
項
を
除
く
。）、
第
二
号
（
給
付
の
支
給
状
況
に

関
す
る
事
項
を
除
く
。）、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
百
十
七
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
つ
い

て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
則
第
四
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
権
利
義
務
の
承
継
に
係
る
確
定
給
付

企
業
年
金
が
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年
金
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
終
了

す
る
ま
で
の
間
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

™


